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保険料と保
険税の違い
が分かるよ
うにしてい
ただきた
い。

「(1)保険税と保険料」の後に、次の表を追加させていただきま
す。

第１回山形県国民健康保険運営協議会での意見等への対応について

当日追加
資料

令和５年12月７日 令和５年度第２回
山形県国民健康保険運営協議会

表　：保険税と保険料の主な違い

国民健康保険料 国民健康保険税

根拠法令 国民健康保険法 地方税法

賦課（課税）権の
期間制限

３年

徴収権・還付請求権の
消滅時効

５年

徴収権の優先順位 国税及び地方税に次ぐ 国税及び地方税と同順位

２年


